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広島家庭裁判所の沿革

1 組織の沿革

広島家庭裁判所は、昭和23年法律第233号「下級裁判所の設立及び管轄区

域に関する法律の一部を改正する法律」によって、昭和24年1月1日広島市に

設立され､広島県下一円を管轄区域とし、管内には、次の支部が設置されている。

呉支部（呉市）

尾道支部（尾道市）

福山支部（福山市） ・

三次支部（三次市）

なお、昭和63年4月30日限りで4庁の出張所が、平成2年3月31日限り

で2庁の支部がそれぞれ廃止された。

その状況は(1)及び(2)のとおりである。

(1)

なお、三次支部の管轄であった安芸高田市八千代町は、本庁が管轄することと

なった。
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廃止された出張所 管 轄 区 域 受 入 庁

加計出張所 山県郡 本庁

因島出張所 現・尾道市壬のうち

田町

因島市
豊田郡
瀬戸

尾道支部

甲山出張所

世羅郡世羅町
(せらにし支所の所管区域を除く）

世羅郡世羅町

(せらにし支所の所管区域）

尾道支部

三次支部

油木出張所 神石郡 福山支部



(2)

2 管轄等

広島家庭裁判所管轄区域図、管内人口等一覧表（4ページ）及び広島家庭裁判

所管内組織一覧表（5ページ）のとおりである。

3 庁舎の沿革

(1)広島家庭裁判所（本庁）は、昭和24年1月の開庁当初は、広島高等裁判所

庁舎の一部を使用していた時期もあるが、昭和25年に現敷地（7， 735．

1

86平方メートル。なお、平成21年1月の実測により敷地面積を7， 749．

27平方メートルと更正）を広島市から購入して取得し、昭和26年には、旧

庁舎（木造2階建一部鉄筋コンクリート造4階建、総延面積3， 954平方メ

ートル）が完成した。

旧庁舎は、老朽化し狭あいとなったため、昭和51年6月から庁舎の新営工

事に着手し、昭和52年12月、現在の庁舎（鉄筋コンクリート造5階建一部

2階建、付属建物を含む総延面積4， 386． 25平方メートル）が完成した。

現庁舎については、新営から28年の経過により機能的劣化及び社会的劣化

が進んだこともあり、平成17年度に大規模改修工事を行い、平成18年3月

に工事を完了した。 ．

また､平成22年7月から耐震改修工事及び設備改修工事に着手し、平成

23年2月に完了し、平成29年8月から、来庁者の庁舎利用環境の向上及び

－2－

廃止された支部 管 轄 区 域 受 入 庁

竹原支部（旧乙号）

呉市のうち
豊浜町、豊町
東広島市のうち
安芸津町
竹原市
豊田郡のうち
大崎上島町

呉支部

庄原支部（旧乙号） 庄原市 三次支部



職員の執務環境整備等を目的として、調停室の増設、面会室の新設のほか、事

務室の狭あい解消等を目的とする庁舎改修工事に着手し、平成30年3月に完

了した。令和元年6月には空調設備等の改修工事に着手し、令和2年1月に完

了した。令和5年1月には庁舎外壁（東面及び南面）等の改修工事に着手し、

令和5年3月に完了した。

(2)各支部の庁舎は、全て広島地方裁判所支部及び簡易裁判所との合同庁舎で、

施設の概要は次のとおりである。

－3－

支 部 建 築 年 構 造 延面積（㎡）

呉 平成9年
鉄筋コンクリート

造5階建

4 サ 021

尾 道 昭和4 3年
鉄筋コンクリート

造3階建

3 , 024

福 山
令和 4年 鉄骨鉄筋コンクリ

－卜造4階建

5 , 564

三 次 昭和5 1年
鉄筋コンクリート

造3階建

2 , 465



管轄 区域図
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広島家庭裁判所管内組織一覧表

･5‐

本 庁 支 部 所 在 地

広 島

呉支部

尾道支部

福山支部

三次支部

広島市中区上八丁堀1番6号

呉市西中央四丁目1番46号

尾道市新浜一丁目12番4号

福山市三吉町一丁目7番1号

三次市三次町1725番地の1



広島家庭裁判所管内人口等一覧表

|ゞ"’支部 |川人' |箇積M' |面積(k㎡）人口(人）本庁 管轄区域
タ

広島市
廿日市市
東広島市
大竹市
安芸高田市のうち八千代支所の管轄区域
三原市のうち旧大和町
安芸郡
山県郡

広島 1,670,851 3,343.22

■｢ ‐q ■ p ー

呉市
江田島市
竹原市
豊田郡

呉 253,681 614.89

尾道市
三原市(旧大和町を除く｡）
世羅郡世羅町(せらにし支所の所管区域を除く｡）

尾道 219,521 844.51

福山市

府中市
三次市のうち甲奴支所の所管区域
庄原市のうち旧総領町
神石郡

福山 499,632 1,231.22

三次市(甲奴支所の所管区域を除く｡）
庄原市(旧総領町を除く｡）
安芸高田市(八千代支所の所管区域を除く｡）
世羅郡世羅町のうちせらにし支所の所管区域

，三次，三次 101,610 2,445.15

p

I

合計 2,745,295 8,478.99

※人口は令和5年4月1日現在の数値､面積は令和5年1月1日時点の面積

1

－6－



裁判官及び一般職職員配置数一覧表

令和5年5月1日現在

福山

支部

三次尾道

支部

唱
一～庁名

計本庁

支部支部
職種別

11

⑧

1

④

2

②

1

①

7
裁判官

①

侭
③

10 2

③

639 6
書記官

“
⑳

4

⑨

1

④

2

④

2

③

35
事務官

ト 1 1 1

41174 326
調査官 （補）

運転手
③③

－１１
Q

交換手

ｌｌｌｌｌｌ

看護師 D I I

①①
6

4

⑧

剛
⑮

翅
⑬

14

⑤

12

⑤

107

④
計

数字は現在員，○数字は兼務者（外数）
この他に本庁に家事調停官3人配置

１
２
注
注
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家事調停委員及び参与員現在員数

令和5年5月1日現在

現在員 男性 女性

本務“専務調停委員 98 48
－

1

50本
庁

3兼務調停委員 2
Ⅱ

竹

呉
支
部

本務。専務調停委員

兼務調停委員

26 14 12

7 4 3
Ⅱ

尾
道
支
部

Q

ロ

本務・専務調停委員

兼務調停委員

28 冊
－
１

12

12

福
山
支
部

42本務・専務調停委員

兼務調停委員

21 21

－1

4 3 1

三
次
支
部

◆

本務・専務調停委員

兼務調停委員

12 5 7

1 1 0
1 1

本務。専務調停委員

′兼務調停委員

206 104 Ⅲ
’
７

計
17 10

～

現在員

■
。

本
庁 参与員 40

酉
国
｝
。
一

一

一

呉
支
部

15参与員

画
。
。

尾
道
支
部

参与員 14

福
山
支
部

20参与員

宇
凸
▼

三
次
支
部

参与員 11

計 100参与員
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裁判官配置表
令和5年5月1日現在

氏 名

（年齢）
（期）

主要担当事務 生年月日官職補職年月日庁名

司法行政事務 ■高山光明
(61歳）
(39）

判事
(所長）

S36.8.4R5.4.10

ロ

森實有紀
(59歳）
(42）

S39.3.16判事R4.4.1

秋武郁代
(51歳）
(54）

■

S46.1218判事R4.4.1

相澤千尋
(43歳）
(57）

本
庁 判事 S54.7.4R5.4.1

札本智広
(36歳）
(新65）

Iヰ

S61.7.2判事R5.4.1
ロ 』

／

大澤貴司
(35歳）
(68）

判事
(特例）

S63.3.28R5.4.1
●

、

浅井

(32歳）
(70）

翼
判事
(特例）

H2.9.10R5.4.1
I

1 － ロ

司法行政事務絹川泰毅

(57歳）
(44）

■

判事
(支部長）

S40.11.20R5-4.1

大木健一郎
(40歳）
(新64）

判事 S57.5.22R5.4.1
呉
支
部 島崎

(33歳）
(68）

航
判事補
(特例）

H1．9．5R5.4.1

西木文香

(33歳）
(68）

判事補
(特例）

■
甲

H1.7.28

■
■
Ｅ
ｊ

R3_4.1

■
凸

司法行政事務永野公規
(46歳）
(54）

判事
(支部長）

S51.6.12尾
道
支
部

R4.4.1

g ■

瀬戸麻未
(38歳）
(新63）

判事 S60.1.22R4．41

司法行政事務森實将人

(58歳）
(42）

判事
(支部長）

S39.10:9R4.71
、

I
■

大久保俊策
(44歳）
(56）

判事 S53_5.25R4.4.1

■

福
山
支
部

松田克之
(45歳）
(57）

判事 S53.3.31R3.4.1

藤田洋祐
(36歳）
(66）

判事補
(特例）

S6110.15R5.4-1

絹川宥樹
(27歳）
(72）

判事補 H8.3.28R.5.4.1
ロ

司法行政事務
三
次
支
部

岡村祐衣
(32歳）
(68）

H3．3．25
判事補
(特例）

R5.4.1

■

－9－



広島弁護士会及び法テラス広島の状況

I I1広島弁護士会

一戸■■一p一一一~D一一一ー一mーー一■一一一△ p ひ

弁護士1人当たり
の管内人口(人）

地区 人数 会員数の推移(各年の1月1日現在）

640

630

620

610

600

590

580

570

合計 4,385626

広島地区会 3,321503

１

■■

■
■
■
■
■
・
■
■
■
Ｉ
■
■
■
凸
■
、
Ｉ
も
且
９

呉地区会 10,57024
L一＝－

1
603

尾道地区会 11,55319 94

福山地区会 6,93972

1
1

三次地区会 1217018
令和元年令和2年令和3年令和4年令和5年

■二 q a ‐■ ｡ ー ー ■■ー

※令和5年6月12日現在

’ 1広島家裁の委員会等への弁護士委員参加状況

■〒 －

－一一一＝亭 ＝み…ﾛ F ､一一 ■4 ■■ ■ ｡ ■ー呵琶帝幸司 ■一 ■～ ｡一一■●ー甲。 ■一一一一

Ⅱ
１

■
凸

■
ｌ
■
■
・
■

Ｊ
ｌ
■
■
・
Ｉ

ロ
■
■
■
１
０
■
■
■
凸
Ｆ
Ⅱ

委員会名 弁護士委員

’広島家庭裁判所委員会委員 ， 1人

▽一 一P｡早 －■ ⑤ ■ 屯 序■ 。 ‐ 一勺 ■ー ■ ■ q ﾛ合■■■ P■ 』

遊
歴

2法テラIス広島

執行部(所長1人,副所長4人）

スタッフ弁護士3人(広島2人,呉1 人）

一
日
弁
連
か
ら
の
一

受
託
業
務
一

一
係
，
，
．
‐
。
…
…
，
‐
，
．
…

一
説
国
選
弁
護
等
一

一
課
関
連
業
務
《

１
Ⅱ
一
業弔
慰

一
‐
醗
一
‐
一
㈱
務
ｆ

－
Ｉ
ｉ
■

一
１

１

一

一
嫡

日
弁
連
か
ら
の

受
託
業
務

国
選
弁
護
等

関
連
業
務

犯
罪
被
害
者

支
援
業
務
‐

１
１
８
宮
８
８
８
．
■
■
８
０
・
■
Ｂ
Ｉ
Ｉ
８
Ｂ
■
１
８
０
１

民
事
法
律
扶
助

業
務

情
報
提
供
業
務

総
務
係
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別表第一審判事件
（速報値）
令和5年4月

8,006

7,741

1,496

【広島家裁管内】
｜平成30年

新受 ’ 19,824
既済 ’ 19,830
未済 ｜ 、1,115

令和4年

21,550

21,607

1,231

令和3年

21,098

20,980

1,288

令和4年4月

7,701

7,376

1，613

令和2年

19，693

119,596

1，170

令和元年

19j989

20,031

1,073

-

25,000’ r-､既済~－－未済新受
内一 一

－－T一一司

'1
1,200

rl70

20,000
－

一

3

1,000

15,000
一

800

6

J

I
600

10,000
－

I ．

400

－」 1－－斗 ｜ トー－5,000
一

・200

｜ l l l l l l l

」
00

一‐- , - ー －－－

令和4年令和2年 令和3年平成30年 令和元年

（速報値）

令和5年4月

4,903

4,667
971

【本庁】
》
｜
恥
一
醍
一
砥

令和4年4月

4,465

4,267

966

令和2年

11，304

11，196
705

令和3年

12，230

12，167
768

平成30年
10，976

10，998

627
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別表第二審判事件
【広島家裁管内】

平成30年

新受 552
既済 590

未済 317

（速報値）
令和4年｜令和4年4月|令和5年4月
566I 197 190

592 225 233

297 ・ 295 254

令和元年
511

581

247

令和2年
541

512

276

令和3年
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323

700 400新受 ｰｰ奇既済 ＝未済|■■■■

350600
－

尋認 300297
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〆

‘竜ﾅ6
一 1 1． ．－－－ ‐--･・ ‐
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200

300 －

150
１１１１
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’1 ，I
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0 0
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【本庁】 （速報値）
令和4年4月|令和5年4月

1311 131

1561 126

2071 189

平成30年
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令和元年
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人訴事件
(速報値）
令和5年4月

44

71

165

【広島家裁管内】
｜平成30年｜

新受 ’ 2081
既済 ’ 2231
未済 ’ 2431

令和4年令和4年4月
184 64

210 73

192 209

令和2年
191

176
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令和3年
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令和元年
177

219
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ー

I
300250
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100
－

二一

100

50
50

00
-月 甲

令和4年令和3年令和2年平成30年 令和元年

（速報値）
令和5年4月
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【本庁】
令和4年
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令和元年’
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令和3年
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調停事件
(速報値）【広島家裁管内】

平成30年
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｜
’

１
１
１零

１
１
１

令和3年

3,320
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1,931

ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
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I
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（速報値）

令和4年令和4年4月令和5年4月’
1,676 536 592
1,954 707 617 1
1,020 1，127 ， 995

【本庁】
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０
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家事調停事件の成立率

令和4年令和3年令和2年平成30年 令和元年

50.2％広島家裁管内 49.5％ 48.7％51.0％48.9％

50-9％48.3％ 48.3％本庁 50.8％48.9％
■

65.0％ -←広島家裁管内一本庁

60．0％

55．0％

50．0％

45．0％

40.0％
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｛
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成年後見開始等事件
【広島家裁管内】

’
１
１
１

平成30年

1,017
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I
|，
|’
I

Ｊ
丁
■
Ｉ
■
１
６
Ⅱ
０
■
■
・
ｌ
Ｉ
Ｉ
ｌ
Ⅱ
１

■１１

令和2年
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搬
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１
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成年後見等監督処分事件
【広島家裁管内】

令和元年
3，130

3，164
163

令和2年
3,007

3,003
167

令和3年

2,873

2,833

207

令和4年
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令和3年

1,724

1，721

97
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後見人等の報酬付与申立事件
【広島家裁管内】

令和3年
、3891

3888
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令和4年
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4269

95

平成30年
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２
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９
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搬
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少年一般保護事件
（速報値）

令和4年4月|令和5年4月

1741 250

239 1 278
761 154

【広島家裁管内】
平成30年｜令和元年

新受 1，1041 1,031
既済 1，1521 1,084

未済 2321 179

令和4年
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令和2年
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（速報値）
令和4年4月|令和5年4月
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1371 ． 182

381 65

【本庁】
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少年道路交通法違反保護事件
【広島家裁管内】 (速報値）

平成30年
351

375

40

令和元年
281

282

39

令和2年
270

262

47

令和3年
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296

61

令和4年
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（速報値）
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